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講演要旨 

 

生殖補助医療技術、出生前診断、人工妊娠中絶との関係で、女性は常に、権利

の主体なのか、保護の客体なのか、その位置づけが問われてきた。女性が選択

の自由を得ることと、社会的“ 圧力” から守られることは、いずれも重要なこ

とであるが、自由の主張はときに自己中心的に響き、保護の要求はときに責任

回避とみなされる。たとえば、「都合がよいときだけ弱者になる」といわれた

とき、女性はどのようにこたえていくのか。人間がもつ弱さやあ、矛盾を認め

た上で、女性の自己決定の軸足について、あらためて考える時間にしたい。 


